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担 当 係 長 （ 企 画 担 当 ）

担 当 係 長 （ 情 報 担 当 ）

担 当 係 長

担 当 係 長
12

庶 務 係

担 当 係 長

担当係長（人材育成・監察担当）

24

経 理 係

9
担 当 係 長

6 労 務 厚 生 係

7

山 口 勝

6

消 防 団 係

人 事 係
5

24

車 両 係

担当課長（人材育成・監察担当）

課 長

24
施 設 係

味 上 篤堤 康 弘

24

課 長

担当課長

消 防 局
局 長

総 務 課

武 笠 基 和

島 田 和 久

人 事 課

荒 井 守

3,501

副 局 長

施 設 課

有 賀 太 重

総 務 部

13

部 長 ＜ 副 局 長 兼 務 ＞

72

企 画 課

安 江 直 人

課 長 課 長

12

１ 消防局の重要事項に係る

企画

２ 消防局の事務事業に係る

総合調整

３ 消防局の主要事務事業に

係る進行管理

４ 消防局の組織

５ 消防関係諸規程の審査及

び消防関係例規の編さん

６ 消防局の業務改善

７ 消防行政区画

８ 消防局の事務事業の広報

、広聴及び情報ネットワー

ク

１ 消防施設等の建設

２ 消防の用に供する土地の確

保

３ 財産の取得、管理及び処分

（他の局、部、課、係の主管

に属するものを除く。)

４ 消防職員待機宿舎

５ 執務環境の研究、改善

６ 課内の庶務

１ 消防用車両、船舶等の選

定、取得、配置、管理及び処

分

１ 局内の予算及び決算

２ 諸手数料その他収入

３ 諸契約

４ 物品の出納及び保管

５ 消防職員の給、貸与品の購

入、支給及び保管

６ 消防用油脂類の出納

１ 消防団

２ 消防作業等従事者及び防災

訓練参加者の災害補償

１ 公印の管守

２ 文書

３ 儀式及び渉外

４ 消防関係諸会議

５ 消防関係諸機関との連絡

６ 消防用車両等による交通事

故の処理

７ 横浜市民共済生活協同組合

８ 全国消防長会

９ 庁中取締り

10 他の室、部、課及び課内の

他の係の主管に属しないこと。

１ 消防職員の任免、宣誓、分

限、懲戒、服務その他身分

２ 消防職員の定数及び配置

３ 消防職員の勤務成績の評定

４ 消防職員の募集、選考及び

試験

５ 消防職員の人材育成の指針

６ 表彰

７ 消防職員の勤務規律

１ 消防職員の給与、勤務時

間その他勤務条件

２ 消防職員の公務災害補償

及び賞じゅつ

３ 横浜市職員共済組合長期

給付及び退職給与金等

４ 横浜市消防局消防職員委

員会

５ 消防職員の服制

６ 消防職員の福利厚生

７ 消防職員の健康管理

８ 消防職員の文化体育
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担 当 係 長

担 当 係 長

担 当 係 長

担 当 係 長
6

67

課 長

予 防 課

予 防 部
部 長

荒 卷 照 和

指 導 課
課 長

14
＜警防課担当課長兼務＞

15

20

課 長

横浜市民防災ｾﾝﾀｰ
所 長

査 察 課

8

青 木 哲 郎

14

危 険 物 係 査 察 企 画 係

山 田 裕 之

担 当 係 長

森 田 清

13

査 察 係

消 防 設 備 係

7

7

担 当 係 長
6

宮 代 徹

１ 危険物行政に係る調査及び

企画

２ 危険物施設に係る許可、認

可、届出、承認等

３ 危険物取扱者等及び危険物

保安監督者等

４ 少量危険物及び指定可燃物

５ 危険物施設に係る自衛消防

組織

６ 石油コンビナート等災害防

止法(昭和50年法律第84号)の

施行(他の部、課の主管に属

するものを除く。)

７ 液化石油ガス貯蔵施設等の

設置等の許可に係る意見

８ 危険物施設の定期点検

９ 危険物施設の保安、点検等

に係る技術の研究及び指導

10 課内の庶務

１ 建築物等の防火指導

２ 建築物の許可、認可及び確

認の同意

３ 消防用設備等及び特殊消防

用設備等の研究及び指導

４ 消防用設備等及び特殊消防

用設備等の設置に係る検査及

び指導

１ 災害予防施策

２ 市民に対する防災指導の普

及

３ 火災予防に係る連絡調整

４ 市民防災の日

５ 火災予防に係る普及啓発

６ 地域防災組織の育成及び指

導

７ 家庭防災員等

８ 防火管理に係る講習

９ 事業所の自衛消防等の育成

及び指導

10 消防関係資料の管理

11 社団法人横浜市火災予防協

会

１ 火災予防査察に係る企画立

案及び執行管理

２ 消防用設備等及び特殊消防

用設備等の点検

３ 消防用設備等及び特殊消防

用設備等の維持管理の指導

４ 火気使用設備等

５ 防火対象物の定期点検報告

６ 防炎処理

７ 防火対象物の防火管理指導

８ 液化石油ガスの保安の確保

及び取引の適正化に関する法

律（昭和42年法律第149号）

に基づく液化石油ガス器具等

の販売の事業を行う者に関す

る表示監視

９ 課内の庶務

１ 火災予防特別査察の執行

２ 火災予防等に係る違反是正

３ 危険物による事故及び災害

に係る行政措置

４ 液化石油ガスの保安の確保

及び取引の適正化に関する法

律（昭和42年法律第149号）

に基づく液化石油ガス器具等

の販売の事業を行う者に関す

る表示監視

１ 災害に係る資料、防災用機

資材等の展示

２ 防災に係る講習会、講演会

等の開催

３ 防災知識の普及及び演奏活

動

４ その他防災センターの設置

目的を達成するために必要な

事項
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課 長

平 山 茂

担 当 係 長

担 当 係 長

担当係長（消防救急無線デジタル化担当）

担当課長

シ ス テ ム 管 理 係

担当課長

課 長

小 林 栄 次

課 長

76

5

大 竹 宏 明

5

5

38

司 令 第 二 係

担 当 係 長

訓 練 救 助 係

65

司 令 第 三 係

38

対 策 係

岸 信 行

8

関 谷 寿 男

調 査 係

7

担当課長

名 取 正 暁

警 防 係

87

担当課長

13

部 長

警 防 部

＜横浜市民防災センター所長兼務＞

司 令 課

計 画 係

計 画 課

久 保 田 真 人

189

警 防 課

38

司 令 第 一 係

１ 消防訓練及び救助訓練

２ 救助活動

３ 災害現場の指揮の支援

４ 火災等の災害における現場

活動についての監察

５ 救助企画

６ 救助技術の指導

１ 消防戦術

２ 消防隊等の運用計画

３ 救助統計

１ 警防の統括

２ 災害の警戒及び警防活動

３ 警防用資機材（他の課の主

管に属するものを除く。）

４ 災害対策基本法（昭和36年

法律第223号）及び石油コン

ビナート等災害防止法に基づ

く消防活動

５ 消防事象に係る関係機関と

の連絡調整

６ 部内他の課、係の主管に

属しないこと。

（司令第一係に同じ。）

１ 災害通信の受信等

２ 消防隊及び救急隊等の管制

及び指令

３ 消防隊、救急隊等の運用

（対策係の分担事務２及び救

急企画係の分担事務４に係る

ものを除く。）

４ 危機発生時の危機対処

５ 災害の速報及び連絡

６ 火災警報等

７ 気象、消防障害等の情報収

１ 警防支援情報等の収集及び

管理

２ 消防通信機構の研究改善

３ 消防通信施設の配備及び技

術指導

４ 消防通信施設の保守管理

５ その他防災通信

６ 課内の庶務

（司令第一係に同じ。）

１ 警防計画

２ 消防水利

３ 防火水槽の設置及び維持管

理

４ 横浜市危機管理指針に基づ

く消防に係る計画の原案作成

５ 消防相互応援協定及び協約

６ 課内の庶務

１ 火災その他の災害の調査

２ 災害の分析及び記録

３ 調査技術の研究及び指導

４ 災害の情報

５ 消防統計（救急及び救助統

計を除く。)
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担 当 係 長

担当係長（救急救命士等養成担当）

担 当 係 長

担 当 係 長

担 当 係 長

関 口 輝 雄

16

187

研 究 開 発 係

18810

5

6

4

担 当 係 長

科 長課 長

阿 部 隆 菊 池 清 博

29

航 空 管 制 科

担 当 係 長

横 浜 ヘ リ ポ ー ト
空 港 長

17
担当課長

担 当 係 長

管 理 係

伊 藤 賢 司

12

救 急 企 画 係

管 理 ・ 研 究 課

深 田 稔

救 急 課

消防訓練センター
所 長

199

課 長

救 急 指 導 係

5

平 中 隆

課 長

教 育 課

加 賀 谷 敦 己

１ 航空業務計画

２ ヘリポートの施設の維持管

理

３ 航空機の管制

４ 航空機による消防戦術及び

消防活動

５ 消防活動以外の行政活動に

係る航空機の運航

６ 航空機の運航に係る申請、

届出等

７ 航空機の操縦訓練

８ 航空機に装備する消火用機

資材及び救助用機資材の維持

管理

９ 運航諸記録の管理

10 ヘリポートの予算及び決算

11 他の科の主管に属しないこ

と。

１ 人材育成のための教育訓練

に係る計画の策定

２ 消防訓練センターにおいて

教育訓練を受ける者の人事管

理(新たに採用された消防職

員に係るものに限る。)

３ 消防訓練センターで実施す

る消防職員の教育訓練

４ 消防訓練センターで実施す

る消防団員の教育訓練

５ 消防訓練センターで実施す

る市民の防災教育訓練

６ 所属職員に対して実施する

教育訓練の指導

７ 教育訓練機関等に対する教

育訓練の委託

８ その他教育訓練の研究及び

実施

１ 消防訓練センターの文書

２ 消防訓練センターにおいて

教育訓練を受ける者の保健衛

生及び福利厚生

３ 消防訓練センターの施設及

び教育訓練に係る環境の研究

及び整備

４ 消防訓練センターの庁舎、

宿舎、教育訓練施設その他の

施設及び土地並びに物品の管

理

５ 消防訓練センターの車両の

安全運転管理

６ 消防訓練センターの食堂

７ 教育訓練の基本に係る総合

企画、調整及び教育年間計画

８ 教育訓練に係る資料の調査

、収集、編集及び配布並びに

教材の整備及び管理

９ 教育訓練に係る統計

10 教育訓練に係る記録の作成

及び管理

11 他の教育訓練機関等との連

絡調整

12 消防訓練センター内の他の

課及び係の主管に属しないこ

と。

１ 消防科学化の研究及び開発

並びにこれらに基づく指導

２ 特殊災害の分析及びその対

策

３ 鑑識及び鑑定

４ 危険物等の判定試験

５ 研究・開発情報に係る情報

及び資料の収集

６ 消防用車両、消防用個人装

備その他資機材の研究、開発

及び改善

１ 救急医療及び救急技術の調

査研究

２ 救急隊の訓練指導

３ 救急救命士の実務訓練

４ 感染防止

５ 応急処置の普及

６ 民間の患者等搬送事業の指

導及び認定

１ 救急企画

２ 医療機関等

３ 救命指導医

４ 救急隊の運用計画

５ 横浜市救急業務委員会

６ 救急資器材及び救急薬品

７ 救急統計

８ 課内の庶務
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経 理 係

庶 務 係

154 463

予 防 課

警 防 第 一 係

警 防 第 一 課

査 察 係

防 災 第 一 係

指 導 係

計 画 第 一 係

災害対策担当部長兼務＞

鶴見、神奈川、西、中、

南、港南、保土ケ谷、

旭、磯子、金沢、港北、

219

予 防 係

担当課長（警防担当）

(18)※

副 署 長

消 防 署
＜区役所総務部

緑、青葉、都筑、戸塚、

栄、泉、瀬谷

※

2,872

整 備 科

11

佐 藤 重 義

科 長

＜区役所総務部総務課

2,854

災害対策担当課長兼務＞

担 当 係 長

担 当 係 長

庶 務 課10

担 当 係 長

１ 公印の管守

２ 文書

３ 広聴

４ 消防表彰

５ 署員の服務及び勤務規律

６ 署員の勤務成績の評定

７ 署員の公務災害補償等の手

続

８ 署員の保健衛生及び福利厚

生

９ 消防用車両等の維持管理（

他の課の主管に属するものを

除く。)

10 消防団

11 消防作業等従事者及び防災

訓練参加者の災害補償

12 署員の文化体育

13 署員の人材育成

14 消防署沿革誌の編集

15 諸会議

16 他の課及び他の係の主管に

１ 航空機、救助用機資材等の

整備

２ 航空機の整備用機資材の管

理

３ 航空機に設置された映像伝

送装置の運用及び維持管理

４ 航空機の整備訓練

５ 整備諸記録の管理
１ 火災予防計画

２ 火災予防関係申請等の処理

３ 火災予防に係る普及啓発

４ 防火管理に係る講習

５ 家庭防災員等

６ 自衛消防等の育成指導

７ その他市民に対する防災思

想の普及及び指導

８ 火災予防協会

１ 危険物に係る許可、認可、

届出、承認等

２ 危険物取扱者等並びに危険

物保安監督者等の指導及び講

習

３ 少量危険物及び指定可燃物

４ 液化石油ガス貯蔵施設等の

設置等の許可に係る意見

５ 建築物の防火指導

６ 建築物の許可、認可及び確

認の同意事務

７ 建築物の許可等の同意事務

に係る消防用設備等及び特殊

消防用設備等の設置指導及び

１ 火災予防査察

２ 火災予防等に係る違反是正

３ 防火対象物の防火管理指導

４ 消防用設備等及び特殊消防

用設備等の点検

５ 消防用設備等及び特殊消防

用設備等の維持管理の指導

６ 防炎処理

１ 予算及び決算

２ 契約

３ 諸手数料の徴収

４ 署員の給料及び諸給与金

の支給

５ 横浜市職員共済組合長期

給付及び退職給与金等の手

続

６ 物品の保管及び請求、払

出等

７ 不用物品等の処分手続

１ 消防隊の運用

２ 消防戦術

３ 災害現場の指揮

４ 火災等の災害における現場

活動についての監察

５ 災害現場広報

６ 消防訓練

７ 消防事象の情報収集及び連

絡

８ 警防用資機材

９ 火災警報等及び消防通信

10 消防車両の保守

11 救助統計

12 防災指導、火災予防査察そ

の他の火災予防事務

13 課内の庶務

１ 警防計画

２ 警防査察

３ 風水害対策

４ 警防活動関係申請等の処理

５ 防災指導、火災予防査察そ

の他の火災予防事務

１ 消防水利

２ 地震対策

３ 警防活動障害に係る申請等

の処理

４ 防災指導、火災予防査察そ

の他の火災予防事務
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救 急 第 二 係

消 防 第 二 係

調 査 第 二 係

446

計 画 第 二 係

警 防 第 二 係

※(78)

警 防 第 二 課

救 急 第 一 係

救 急 第 二 係

※

1,554

消 防 出 張 所

消 防 第 一 係

調 査 第 一 係

防 災 第 二 係

救 急 第 一 係

（警防第一係に同じ。）

（計画第一係に同じ。）

（防災第一係に同じ。）

（調査第一係に同じ。）

（救急第一係に同じ。）

１ 火災及びその他の災害の

調査

２ 災害の情報収集

３ 消防統計（救急及び救助

統計を除く。)

４ り災証明等

５ 防災指導、火災予防査察

その他の火災予防事務

１ 救急隊の運用

２ 救急統計

３ 救急隊の活動

４ 救急訓練

５ 救急資器材及び救急薬品

６ 医療機関等

７ 防災指導、火災予防査察

その他の火災予防事務

（消防第一係に同じ。）

１ 消防用車両等の維持管理

２ 庁舎（付属する施設及び器

具を含む。）の保全及び庁中

取締り

３ 消防に係る相談

４ 消防法令等に基づく届出の

受付

５ 防災指導、火災予防査察そ

の他の火災予防事務

６ 消防隊の活動

７ 災害現場の情報収集及び現

場広報

８ 火災警報等及び消防通信

９ 消防訓練（救急訓練を除く

。)

10 消防事象の情報収集及び連

絡

11 消防水利

12 火災及びその他の災害の調

査

13 自衛消防の訓練指導

14 警防計画の策定

15 消防統計（救急統計を除く

（救急第一係に同じ。）

１ 救急隊の活動

２ 救急統計資料の作成

３ 救急訓練

４ 救急資器材及び救急薬品

５ 医療機関等

６ 防災指導、火災予防査察

その他の火災予防事務
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（1）木造密集地域延焼火災対策の強化

（2）救急体制の強化

（3）消防団の活動体制の充実

（4）消防指令体制の充実

（1）

（2）

（3）

（4）

地域における防火・防災・減災対応への支援
　大規模地震等による災害に備え、家庭防災員の研修、少年・少女期における防火・防災思想の普
及啓発を行うとともに、防災指導や防災訓練等のあらゆる機会を通じて、「よこはま地震防災市民憲
章」をはじめ、防火・防災・減災の取組を積極的に啓発します。
　また、各事業所の防火・防災管理体制や自衛消防力の充実・強化を図るため、防火・防災管理講
習や自衛消防業務講習等を実施します。

　「自助」、「共助」の考え方に基づく、減災に向けた取組を推進するため、減災行動に対する理解の
促進と、知識の習得はもとより、減災行動の体験研修ができる市内唯一の施設として、市民防災セ
ンターを再整備するため、基本設計を実施します。

市民防災センターの再整備

参考　主な事業・取組

１　あらゆる災害への的確な対処

２　安全・安心な暮らしのサポート

  新たな地震被害想定を踏まえて、木造密集地域の延焼火災対策を強化するため、ミニ消防車、大
型動力ポンプ付消防自動車、遠距離送水資機材、消防団の資機材等の整備・強化を行うほか、水
深の浅い河川でも取水できる低水位ストレーナーを整備するなど活用できる水利を拡大するととも
に、地域の住民が初期消火を行うための初期消火箱の設置推進を行うなど、被害軽減に向けた取
組を推進します。
　また、火災や救助をはじめとするあらゆる災害に対応できる体制とするため、基本的・実践的な各
種訓練を実施します。

　 平成24年中の救急出場件数が17万件を超えて過去最多を更新するとともに、65歳以上の高齢者
が初めて全搬送人員の半数を超えるなど、今後も高齢化の進展などにより、救急需要の増加が予
想されます。このため、予防救急に向けた取組、医療機関等との連携強化、救急隊１隊の増隊等、
救急体制の強化を図り、救急救命体制を充実します。
　また、傷病者の救命効果の一層の向上を図るとともに、震災等の大規模災害時における自助・共
助の観点から、市民の自主救護能力の向上を目的として、小中学生をはじめ、広く応急手当の普及
啓発を推進します。

　 震災時の延焼火災に対応するため、消火用資機材の強化整備を行うほか、消防隊との連携訓練
を実施するとともに、消防団員育成のための教育を充実します。
　また、消防団活動を支える拠点としての器具置場の移設や可搬式小型動力ポンプ積載車の整備
を行い、活動体制の充実を図るとともに、更なる消防団員の確保のための取組を推進します。

　市民からの緊急通報受信時や大規模災害発生時に、迅速かつ的確な出場指令・管制を行い被害
の拡大を防ぐため、消防通信指令システムや災害情報画像伝送システムを更新し、機能向上を図る
とともに、震災時に安定稼働を継続するための非常用電源設備を再整備するなど、消防指令体制の
強化を図ります。

事前指導及び査察による安全確保

総合的な住宅防火対策の推進
　 住宅火災による死傷者の発生を抑止するとともに、被害の軽減を図るため、安全性の高い製品の
使用広報などの出火防止対策や住宅用火災警報器の設置促進や適正な維持管理などについて、
防災訓練や研修会、各種イベントの機会を通じて、総合的な住宅防火対策を推進します。

　危険物施設及び建築物の安全性を確保し、火災等による被害を軽減することを目的に、設計段階
で、火災予防上の諸規定の指導徹底を図ります。
　また、防火対象物及び危険物施設に対して査察を実施し、施設、防火管理等の状況を確認すると
ともに、法令に違反する事項については、これを是正することにより、安全性の確保を図ります。

１ 



（1）消防・救急デジタル無線の整備

（2）

（3）

（4）

消防車両の整備

　地震災害時等の消火栓使用不能時における消防水利を確保するため、防火水槽の整備や、既存
防火水槽の適正な維持管理等を実施します。

　大規模災害時などに緊急消防援助隊や各消防本部間で使用する共通波や、本市の消防・救急隊
間で使用する活動波の無線設備などを整備することで、消防救急活動における、より信頼性の高い
情報受伝達手段を確保します。

　南消防署蒔田消防出張所（仮称）の実施設計、緑消防署建設工事に着手するとともに、耐震基準
に適合しない南区総合庁舎（南消防署）、港南区総合庁舎（港南消防署）及び金沢区総合庁舎（金
沢消防署）の移転建替えに係る実施設計などを実施します。

消防署所の整備

　震災時の木造住宅密集地域火災等に対応するため、狭隘路に進入し消火活動が可能なミニ消防
車や水源から離れた火災現場まで大量送水できる大型動力ポンプ付消防自動車等を整備します。
【再掲】
　また、ＮＯｘ・ＰＭ法の規制対象車両や更新年数を超過し、経年劣化の著しい車両を優先して更新
します。

３　安全基盤の整備

消防水利の整備

２ 
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